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研究要旨 

2016～2022 年間の紙巻たばこ使用者の喫煙状況や禁煙試行率、禁煙方法の推移を分析したので報告す

る。 
本研究は、インターネット調査 JASTIS(The Japan “Society and New Tobacco” Internet Survey)の結

果の一部（2016、2018、2020、2022 年度調査）を用いた。紙巻きたばこを過去 1 年間に習慣的に喫煙

していた 20～69 歳の喫煙者を対象に、喫煙状況、禁煙試行、禁煙試行方法を集計し、4 年間の推移をカ

イ 2 乗検定および多重比較で分析した。 
紙巻きたばこのみ使用者は、2016 年度 94.5％、2018 年度 60.3％、2020 年度 59.1％、2022 年度 55.4％
（p<0.001、2016vs2018 p<0.001）であり、加熱式・電子たばことのマルチ使用者はそれぞれ、4.0％、

37.3％、38.6％、40.7％（p<0.001、2016vs2018 p<0.001）であった。禁煙試行率は、それぞれ、16.0％、

21.4％、23.3％、40.1％（p<0.001、2016vs2018 p=0.003、2020vs2022 p<0.001）と増加傾向にあった。

禁煙試行方法を見ると、自力は 2016 年度 71.8％から 2018 年度 41.7％に減少した反面（p<0.001）、電

子・加熱式たばこは 28.9％から 64.3％に増加していた（p<0.001）。また、禁煙外来受診者は 2016～20
年は 14.2～22.3％であったが、2022 年度は 43.4％と増加した（p<0.001）。 
 紙巻たばこのみ使用者の割合は 2018 年度に大幅に減少し、代わって加熱式たばこなど他の製品とのマ

ルチ使用者が増加しており、加熱式たばこの全国販売開始や、広告などの影響が考えられた。禁煙試行率

は増加傾向にあるが、その方法は加熱式たばこの普及に伴い、自力が減少し、加熱式・電子たばこの使用

が増加した。また、禁煙外来受診が 2022 年度に約 1.72 倍と増加しており、オンラインや CureApp など

受診しやすい環境が整った影響などが考えられた。 
 
A．研究目的 
加熱式たばこが 2016 年から全国販売され、

喫煙者が選択するたばこの種類は大きく変化し

てきている。2014 年度および 2018 年度にたば

こ使用者を対象として実施したインターネット

調査 1)では、たばこ使用者に占める紙巻きたば

この使用者の割合（他のたばこを重複して使用

している対象者も含む）は 98.1%から 82.5％に

減少していた半面、加熱式たばこ使用者（他の

たばこを重複して使用している対象者も含む）

は 2018 年度調査では 36.5％となっていた。

2019 年度国民健康栄養調査においても、たばこ

使用者に占める紙巻きたばこの割合は男性

79.0％、女性 77.8％と減少し、加熱式たばこ使

用者が男性 27.2％、女性 25.2％と急速に普及し

てきている 2)。また、男性 6.9％、女性 4.8％が

紙巻きたばこと加熱式たばこを併用していると

も報告されていた。未だ紙巻きたばこの使用者

が多くを占めているが、加熱式たばこ等を併用

する喫煙者が一定数を占めるなど、その喫煙状

況は複雑化している。 
たばこ規制・対策として、2018 年に改正健康

増進法が成立、2020 年より全面施行され、飲食

店や職場などの屋内禁煙が原則義務化された。
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しかし、加熱式たばこは加熱式専用の部屋でな

ら飲食が可能など一部例外扱いされた状況であ

る。また、2018 年からたばこ税の段階的引き上

げが実施されており、喫煙者の動向に影響を与

えていると考えられる。しかし、喫煙状況のモ

ニタリングや禁煙の実施方法への影響について

は、経時的変化も含め、十分に調査されてはい

ない。 
本研究では、未だ喫煙者の多くを占める紙巻

きたばこ使用者への加熱式たばこの普及やたば

こ規制・対策に伴い、喫煙や禁煙状況にどのよ

うな影響があったのかを考察するため、日本の

一般住民を対象に行ったインターネット調査の

結果を用いて分析を行った。 
 

B．研究方法 
１．調査データ 
本研究は、楽天リサーチ株式会社を通じて実

施している、インターネットを用いたアンケー

ト調査 JASTIS(The Japan “Society and New 
Tobacco” Internet Survey)3）の結果の一部を用

いた。本調査は、2015 年から毎年 1～3 月に、

対象者を新規に増やしながら継続的に追跡調査

されている。対象者は、リサーチパネルに登録

している 15 歳以上の男女である。今回は、2016
年度、2018 年度、2020 年度、2022 年度のデー

タを用いて分析を行った。各年度の追跡調査に

おける回収率は（回収者数／対象者数、2016 年

度以外は調査時に調査会社から連絡可能であっ

た対象者数を母数）、2016 年は、65.5％（7300
／11512）、2018 年 66.7％（10611／15901）、
2020 年度 63.6％（9116／14330）、2022 年度

71.9％（28776／39998）であり、新規に追加し

た回答者は 2020 年度 1884 名、2022 年度は

4239 名であった。 
 
２．分析対象者 
 回答者のうち、不正解答と判断できる対象者

を除外した。除外方法は各年度で詳細は異なる

が、①「下から○番目の選択枝を選択してくだ

さい。」の質問に対して正解を選択しなかった者、

②「あなたは、現在アルコールや薬物を飲んだ

り、使ったりしていますか。下記のそれぞれに

ついてお答えください。」の選択肢（アルコール

類、睡眠薬・抗不安薬、違法薬物など）の質問

に対して全ての項目に「ほとんど毎日使った」

と回答した者、③「あなたには現在、持病があ

りますか。」の選択肢に対して全ての項目に「現

在ある」と回答した者などである。その結果対

象者は、2016年度 5869名、2018年度 8922名、

2020 年度 9291 名、2022 年度 28982 名となっ

た。さらに、年齢を 20～69 歳に限定し、分析

対象者は、2016 年度 5684 名（96.1％）、2018
年度 8530 名（93.3％）、2020 年度 7609 名

（80.6％）、2022 年度 23805 名（75.0％）とな

った。 
 

３．調査項目 
各年度、多数の項目を設定しているが、本研

究では、性別、年齢などの属性、過去 30 日の喫

煙状況、過去 1 年の喫煙状況、喫煙しているた

ばこの種類、過去 1 年間で行った禁煙試行方法

を用いた。 
 

４．分析方法 
各年度の調査結果を横断調査データとして用

いた。まず、対象者の性別、年齢階級、過去 1
年間の喫煙状況、使用しているたばこの種類を

集計した。たばこの種類は、調査時には、加熱

式たばこの商品の違いや電子たばこのニコチン

含有の有無、葉巻やパイプ、煙管など詳細に設

定しているが、「紙巻・手巻きたばこ（以下、紙

巻きたばことする）」「加熱式たばこ」「電子たば

こ」「その他」に再分類した。その上で、過去 1
年間の紙巻きたばこ喫煙者（以下、喫煙者とす

る）を対象に分析を行った。 
喫煙者に対し性別、年齢などの属性について

集計した。次に、喫煙状況として、紙巻きたば

このみの使用か、他の製品とのマルチ使用かを

集計するとともに、禁煙試行率を算出した。禁
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煙試行は、禁煙試行の方法（自力、禁煙支援ア

プリ、加熱式や電子たばこ、薬局で販売してい

るニコチンガムやパッチ、禁煙外来）の項目を

用いて、何らかの禁煙方法を選択した喫煙者を

禁煙試行したとみなした。また、禁煙試行方法

ごとの割合と禁煙施行方法の重複状況も確認し

た。項目ごとにカイ 2 乗検定を実施し、p<0.05
未満の有意な項目に対して、2016年と 2018年、

2018 年と 2020 年、2020 年と 2022 年で多重比

較を行った。多重比較は Bonferron の補正を行

って評価した。解析ソフトとして、IBM SPSS 
Statistics Version 28.0 for Windows、R studio
を用いた。 

 
（倫理面への配慮） 
インターネット調査に当たり、調査受諾の同

意は、リサーチパネル登録時に楽天リサーチ株

式会社により実施されている。さらに、日本マ

ーケティングリサーチ協会による綱領およびガ

イドラインに従い、本調査の実施に関して調査

会社から承認を得た。調査実施時には、「アンケ

ート調査対象者への説明文」を提示し、調査で

得られた情報は個人を特定できない形でのみ発

表されること、調査の目的以外には利用しない

ことを明記した。本調査に関して、大阪国際が

んセンターの倫理審査委員会からの承認を得た。 
 

C．研究結果 
１．対象者の概要 

各年度の喫煙者の割合は、2016 年度 16.4％
（934 名）、2018 年度 20.1％（1717 名）、2020
年度 17.7％（1348 名）、2022 年度 17.3％（4117
名）であった。 

 
２．喫煙者の概要 
各年度の喫煙者の性別は、約 7 割が男性であ

り、年代は、2016・18 年度は、40・50 歳代が

半数以上を占め、2020 年度以降は 20 歳代の割

合が約 2 割と増加していた（表 1）。 
 喫煙状況では、紙巻きたばこのみ使用者が、

2016 年度 94.5％（883 名）、2018 年度 60.3％
（1035 名）、2020 年度 59.1％（797 名）、2022
年度 55.4％（2282名）（p<0.001、2016年 vs2018
年 p<0.001）であり、加熱式もしくは電子たば

ことのマルチ使用者はそれぞれ、4.0％（37 名）、

37.3％（641 名）、38.6％（521 名）、40.7％（1675
名）（p<0.001、2016 年 vs2018 年 p<0.001）で

あった。2016 年度から 2018 年度に単独使用者

が大幅に減少し、加熱式もしくは電子たばこと

のマルチ併用者が増加していた（図 1）。 
 

３．禁煙試行 
各年度の禁煙試行率は、2016 年度 16.0％

（149 名）、2018 年度 21.4％（367 名）、2020
年度 23.3％（314 名）、2022 年度 40.1％（1652
名）（p<0.001、2016 年 vs2018 年 p=0.003、
2020 年 vs2022 年 p<0.001）と増加傾向にあっ

た（図 1）。 
禁煙試行方法の複数回答結果を見ると、自力

はそれぞれ、71.8％（107 名）、41.7％（153 名）、

53.5％（168 名）、55.4％（898 名）（p<0.001、
2016 年 vs2018 年 p<0.001、2018 年 vs2020 年 
p<0.001）と 2018 年度に大幅に減少した反面、

電子・加熱式たばこはそれぞれ、28.9％（43 名）、

64.3％（236 名）、51.9％（163 名）、62.8％（1037
名）（p<0.001、2016 年 vs2018 年 p<0.001、
2018 年 vs2020 年 p=0.004、2020 年 vs2022 年 
p<0.001）と 2018 年度から半数以上が選択して

いた。また、薬局販売の禁煙補助剤がそれぞれ、

26.2％（39 名）、21.0％（77 名）、30.9％（97
名）、42.0％（694 名）（p<0.001、2018 年 vs2020
年 p=0.012、2020 年 vs2022 年 p<0.001）、禁

煙外来（2020 年度以降はオンライン、2022 年

度は CurApp を含む）が 18.1％（27 名）、14.2％
（52 名）、22.3％（70 名）、43.4％（717 名）

（p<0.001、2018 年 vs2020 年 p=0.024、2020
年 vs2022 年 p<0.001）と 2022 年度に大幅に

増加した（図 2）。 
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D．考察 
本研究では、加熱式たばこの普及やたばこ規

制・対策、新型コロナウイルス流行などの変化

に伴い、紙巻きたばこ喫煙者の喫煙や禁煙状況

にどのような影響があるのかを考察するため、

日本の一般住民を対象に行ったインターネット

調査の結果を用いて分析を行った。 
喫煙者の動向を見ると、紙巻たばこのみ使用

者の割合は 2018 年度に大幅に減少し、代わっ

て加熱式たばこなど他の製品とのマルチ使用者

の増加がみられた。この傾向は研究者らが過去

に行った調査結果と同様の傾向である 1)。加熱

式たばこは 2016 年から全国販売、広告なども

大々的に行われ、急速に普及しており、その影

響だと考えられた。しかし、2018 年度以降は、

紙たばこのみ使用者、加熱式たばこなど他の製

品とのマルチ使用者ともほぼ横ばいで推移して

いる。2020 年より改正健康増進法が成立全面施

行され、加熱式たばこを喫煙する動機になりや

すい状況であるが、同時に加熱式たばこを含め

た増税も行われており大きな影響とならなかっ

たことが考えられた。 
禁煙試行率は、2016 年度以降増加傾向にあり、

2022 年度では 40.1％まで増加した。特に、2020
年度から 2022 年度は約 1.72 倍となっている。

その禁煙方法を見ると、自力での禁煙が減少し、

2018 年度以降に加熱式・電子たばこの使用、

2020 年度以降に禁煙外来や薬局販売のニコチ

ン製剤の活用の割合が増加していた。喫煙者は、

加熱式たばこ販売後に一旦、加熱式や電子たば

こを禁煙試行の方法として選択した。しかし、

加熱式たばこは、禁煙に繋がるエビデンスは見

いだせなかったという報告 4)や、1 年後に紙巻

きたばこの再喫煙を増加させたとの結果 5)もあ

る。本研究では、紙巻きたばこ喫煙者の禁煙試

行方法別の禁煙率を分析しておらずその結果は

不明だが、禁煙試行方法に加熱式たばこを選択

しても禁煙に繋がらず、より有効な禁煙外来な

どの方法を選択した可能性や、禁煙外来がオン

ライン外来や CureApp など受診しやすい環境

が整った影響が考えられた。 
本研究のデータは、インターネット調査結果

から得ており、対象者は日本国民を代表してい

るとはいいがたい状況にある。国民生活基礎調

査回答者と比較してインターネット調査回答者

は、喫煙者が少なく学歴がやや高いなどの傾向

が認められたとの報告がある 3)。しかし、本研

究の分析対象者は紙巻きたばこ喫煙者に限定し

ており、結果に大きな影響を与える可能性は低

いと考えられる。また、2021 年度の通信利用動

向調査における個人のインターネット利用状況

を見ると、13～59 歳では 9 割を超え、60 歳代

でも約 84％が利用していると回答しており 6)、

本研究の調査対象者層のかなりの割合は、イン

ターネット調査に参加できる環境下にあると考

えられる。 
 

E．結論 
加熱式たばこの販売が開始され、改正健康増

進法の成立など、喫煙者の喫煙環境は大きく変

化し、紙巻きたばこ使用者の喫煙・禁煙状況に

も大きな変化がみられた。喫煙者のたばこ使用

状況や、禁煙行動の変化に関する調査結果は、

禁煙推進や製品の規制のあり方を検討するうえ

で重要な基礎資料になると考えられる。 
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表1　紙巻たばこ喫煙者の概要

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
性別

男性 676 72.4 1236 72.0 984 73.0 2854 69.3 p=0.020 p=2.597 p=1.684 p=0.035
年齢階級

20歳代 86 9.2 170 9.9 253 18.8 773 18.8
30歳代 178 19.1 350 20.4 209 15.5 686 16.7
40歳代 234 25.1 459 26.7 319 23.7 1052 25.6
50歳代 259 27.7 429 25.0 321 23.8 887 21.5
60歳代 177 19.0 309 18.0 246 18.2 719 17.5

居住状況
単身 163 17.5 347 20.2 328 24.3 1031 25.0 p<0.001 p=0.285 p=0.021 p=1.878

子どもとの同居*1
あり 289 30.9 - - - 1315 31.9 p=0.580

配偶者の有無
あり 575 61.6 1000 58.2 716 53.1 2336 56.7 p=0.001 p=0.285 p=0.015 p=0.065

最終学歴*2
高卒未満 19 2.0 45 2.6 28 2.1 108 2.6
高卒 123 13.2 208 12.1 196 14.5 598 14.5
それ以上 791 84.7 1461 85.1 1120 83.1 3367 81.8

*1 2016年度は20歳未満、2022年度は19歳未満を子どもと定義
*2 学歴の高卒未満には高校在学中、休学中を含み、高卒には専門学校、短大・高専、大学を在学中、休学中を含む。
*3 多重比較はp値をBonferronの補正を行って結果を記載

全体

2016年追跡 2018年追跡 2020年追跡 2022年追跡
n=934 n=1717 n=1348 n=4117

カイ2乗検定*3
2016 vs

2018
2018 vs

2020
2020 vs

2022

p<0.001 p=1.413 p<0.001 p=0.864

p=0.135
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	改正健康増進法の施行により、地方公共団体の一般庁舎の建物内は100%禁煙化され、敷地内禁煙を促進する効果が確認された。しかし、その後
	の調査では大きな進捗は見られなかった。今後の課題として、敷地内全面禁煙が達成できた自治体の状況やその達成が難しい自治体の理由などを明らかにするため、自治体に対するインタビュー調査が必要と考えられる。
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	A. 研究目的
	B．研究方法
	１）飲食店民間データベース調査
	飲食店民間データベースについて、Webスクレイピングツール（シルクスクリプト社）を使用して、令和5年5月、12月の2時点における店舗情報の抽出を行った。
	令和5年12月時点で抽出された店舗について、既存店舗と新規店舗における禁煙店舗割合を業態別に算出した。集計対象店舗は、食堂・レストラン、居酒屋・ダイニングバー、喫茶店・カフェ、バーの四業態とした。新規店舗はオープン日が令和2年4月以降と明記されている店舗とし、既存店舗は令和2年1月時点で抽出された店舗とした。「法令順守あり」は「完全禁煙」、「喫煙専用室設置」、「喫煙目的室かつ主食提供なし」、「経過措置既存店舗かつ喫煙可能室設置」のいずれかに当てはまる場合とした。
	２）飲食店へのインターネット調査
	屋内全面禁煙化を実施した飲食店からの回答を効率的に収集するため、インターネット調査を実施した。飲食店.com（運営：株式会社シンクロフード）の保有する調査パネルメンバーのうち、2020年4月以降に開業した店舗の運営者を対象に禁熛化店舗250店舗以上を目標に回答を集収した。調査項目は、開業時期、客席面積、同居親族を除く従業員数、サービス状況、現在の喫煙環境、たばこ販売状況、喫煙室種別、保健所への届出状況、保健所での喫煙環境の確認・情報提供、受動喫煙防止対策の情報源、コンサルティング利用状況、改正健康...
	令和4年度調査店舗は令和2年3月までの開業店舗を既存店舗とし、客席面積100cm2以下か否かにより規制対象と経過措置に区分した。東京都、千葉市では、同居親族以外の従業員がいる場合は規制対象とした。令和2年4月以降の開業店舗を新規店舗とした。令和5年度調査店舗では全国を対象地域としたが、令和4年度との比較を考慮し、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府の5都府県に限定した集計も行った。規制対象既存店舗、新規店舗では、「完全禁煙」「屋内禁煙で、喫煙専門室あり」「喫煙目的施設かつ主食の提供なし」を法令...
	規制対象既存店舗、経過措置既存店舗、新規店舗について、法定順守状況別に改正健康増進法の理解度を集計した。また、令和5年度調査店舗について、保健所での喫煙環境確認、情報提供の状況別に改正健康増進法の理解度、法令順守状況を集計した。
	３）シーシャ関連症例報告の系統的文献検索及び検討
	Pubmedを用いて、(”waterpipe” OR “shisha” OR “hookah”)の検索式にて対象となる論文を抽出した。また、抽出過程において、Pubmedが関連論文として選定した論文の中から、検索式で抽出できなかった論文を追加した。さらに、先行研究で選定された論文についても追加した。日本語の論文は、医中誌Webにより、”水タバコ” OR “シーシャ” OR “フーカ”の検索式により抽出した。
	各症例の記載情報より、年齢、性別、シーシャ使用状況（時間、頻度、場所）、飲酒の有無、症状、ヘモグロビンCO濃度（HbCO）、末梢血CO濃度（SpCO）を抽出した。日本語、英語以外の論文はDeepL.comウェブサイトを用いて、英語に変換し、内容を確認した。
	４）シーシャ利用可能店舗への郵送調査
	インターネット上に公開されたシーシャ専門店データベースに掲載された全1,438店舗（令和5年11月10日現在）を対象として、郵送による調査を実施した。調査項目は、所在地域、サービス内容、物販内容、客席面積、来客数、滞在時間、喫煙ルール、換気状況、CO2モニター設置状況、CO2濃度高値時の対応、CO中毒事故の認知、CO中毒様症状の発生状況（客、従業員）および対応状況とした。
	実態把握として、調査項目を単純集計した。また、CO中毒様症状発生経験について、①狭小店舗ではCO濃度が高くなりやすいことが予想されることから、客席面積との関連を、②曝露時間が長いほどCO中毒を生じやすいことが予想されることから、滞在時間との関連を、③換気によりCO濃度が低下し、CO中毒を生じにくくなることが予想されることから、換気状況・CO2モニター利用との関連を検討した。
	(倫理面への配慮)
	C．研究結果
	１）飲食店民間データベース調査
	令和5年5月、12月に飲食店民間データベースより抽出された店舗数はそれぞれ590,258店舗、595,351店舗であった。抽出された店舗のうち、食堂・レストラン、居酒屋・ダイニングバー、喫茶店・カフェ、バーの四業態に該当する店舗は523,829店舗であり、有効情報掲載店舗は335,301店舗であった（有効情報掲載割合：64.0%）。
	禁煙店舗割合は、全体で63.2%、新規店舗では80.3%、既存店舗では59.4%であった（表1）。業態別の禁煙店舗割合は、食堂・レストランが72.4%と最も高く、バーでは25.5%と最も低かった。新規店舗と既存店舗の禁煙店舗割合の差は喫茶店・カフェで27.5ポイントと最も大きかった。
	２）飲食店へのインターネット調査
	インターネット調査により、235店舗より回答を得た。飲食店以外・その他（24店舗）、正答掲載ホームページへのアクセスあり（7店舗）、喫煙ルール「その他」（2店舗）を除いた202店舗を集計対象とした。集計対象202店舗のうち、令和4年度調査と同じ地域（埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪）からの回答は155店舗であった。
	集計対象202店舗のうち、禁煙店舗152店舗、喫煙専用室設置店舗12店舗、加熱式たばこ専用喫煙室設置店舗2店舗、喫煙可能室設置店舗25店舗、喫煙目的室設置店舗11店舗であった。令和4年度調査における規制対象既存店舗と概ね同程度の割合であった（表2-1）。令和5年度調査店舗において、全店舗と令和4年度対象地域で概ね同様の特徴であったことから、以降の分析は全店舗で行った。
	改正健康増進法の理解度は、令和4年度規制対象既存店舗と比べて、令和5年度調査新規店舗では項目による差がわずかにあるものの、平均正当数に差はなかった。受動喫煙対策の情報収集は令和4年度調査と比べて、令和5年度調査ではほとんど行われていなかった。
	法令順守状況と改正健康増進法の理解度を比べると、法令順守の有無で平均正答数に大きな差はなかった（表2-2）。ただし、令和4年度調査規制対象既存店舗を除き、法令順守なしにおいて「屋内禁煙の原則」への理解がやや低かった。
	飲食店開業時における保健所での喫煙環境についての対応の有無と改正健康増進法の理解度では、喫煙環境の確認の有無ではほとんど差がなかったが、情報提供があると、平均正答数が多かった（表2-3）。また、保健所での喫煙環境の確認や情報提供が行われた店舗では法令順守している割合が高かった。
	３）シーシャ関連症例報告の系統的文献検索及び検討
	日本語以外の論文28編、日本語論文2編、日本語学会発表1編が選定され、合計76症例が対象となった。76症例のうち、64症例は急性CO中毒、10症例は多血症、2症例は急性CO中毒症例と一緒に搬送された症例だが、症状等で有意な所見がなかった症例であった。報告はヨーロッパが46症例、中東が13症例、アフリカが7症例（すべて多血症）、日本が5症例、北米が3症例、アジアが1症例、オセアニアが1症例であった。
	急性CO中毒、多血症、その他について、報告内容のまとめは表3-1に示した通りである。急性CO中毒症例においては、シーシャの能動的使用が大部分を占めるが、近隣での使用（本人使用なし）やシーシャ専門店の従業員（使用状況不明）の症例も報告されていた。症状としては、頭痛、意識消失、めまい、嘔気・嘔吐が多かった。
	シーシャ使用者に限定すると、使用環境は屋内が多く、使用時間は長い方が多いが、使用時間が短い症例も報告されていた（表3-2）。急性CO中毒症例での使用頻度は高くないが、多血症症例では毎日使用されていた。
	４）シーシャ利用可能店舗への郵送調査
	調査票発送数1,438店舗より不達129件を除く、1,309店舗を調査対象数とした（表4-1）。調査対象店舗のうち、195店舗から回答を得た（回答率14.9%）。195店舗のうち、サービスとしてシーシャ使用（ニコチンあり）、シーシャ使用（ニコチンなし）ともになしと回答した４店舗を除き、191店舗を集計対象とした。
	シーシャ利用可能店舗の特徴は表4-2に示した通りである。大部分の店舗は100cm2以下であった。平日の客数は6～20人、土日祝日の客数は11～30人が多くなっている。滞在時間は1時間30分～2時間が最も多かった。3割弱の店舗では食事が提供されていた。90％以上の店舗で常時換気が行われていた。CO2モニターを設置している店舗は2割弱であった。
	シーシャ関連CO中毒の事故は4分の3の店舗で認知がなされており、約6割の店舗でCO中毒様症状の発生経験があった（表4-3）。CO中毒様症状で最も頻度が多いのは、めまい・ふらつきで毎週発生している店舗が4％程度であった（表4-4）。続いて、吐き気・嘔吐、意識もうろう・意識不明、けいれんの順に多かった。
	CO中毒様症状発生と関連することが予想される要因として、客席面積（表4-5）、滞在時間（表4-6）、店舗の換気状況（表4-7）、CO2モニター利用状況（表4-8）との関連を検討した。客席面積、換気状況との関連は認められなかった。滞在時間が長くなると、CO中速様症状が発生しやすくなり、1.5時間以上になると3分の2の店舗で発生経験があった。CO2モニター利用店舗では利用していない店舗よりCO中毒様症状の発生経験が少なかった。
	１）飲食店民間データベース調査
	２）飲食店へのインターネット調査
	３）シーシャ関連症例報告の系統的文献検索及び検討
	４）シーシャ利用可能店舗への郵送調査
	E．結論
	本研究により、新規店舗においても法令順守が十分ではない可能性が示された。保健所での取り組みにより法令の理解と順守を促せる可能性が示唆された。
	シーシャ使用に関連したCO中毒様症状は多くのシーシャ利用可能店舗で経験が認められた。シーシャ使用時間が長くならないよう注意するとともに、空気環境のモニタリングに基づく換気が重要な可能性がある。
	引き続き、飲食店の禁煙化状況をモニタリングや健康影響などの評価を行っていくとともに、法律の実効性を高めるための課題を明らかにし、政策提言へとつなげることを目指していく。



